
1 , 1 , 1 ,
0000

円

000 000

円 円

口座番号（ ） 普通 ・ 当座

（ フリガナ ）

口座名義人

支店
銀行 ・ 組合 ・ 農協

金庫 ・ 漁連
⑩

円 円 円

振
　
込
　
先

関
与
税

理

士

氏

　
　
　
名

電話番号

資 産 割 額 （ ⑨ × 600円 ）

）
床 面 積 合 計

年 月 日⑨
㎡ ㎡ ㎡

課 税 標 準 と

（ 確定分の法定納期限床 面 積
課 税 標 準 と な る

（ ⑦ + ⑧ ）

な る 事 業 所 ② に 係 る 課 税 標 準 と な る 床 面 積 ⑧
㎡ ㎡ ㎡

㎡

理
　
　
由

床 面 積 （ ① - ③ - ⑤ ）

① に 係 る 課 税 標 準 と な る
× ⑦

㎡ ㎡

12

事 業 所 税 額 （ ⑩ + ⑮ ）
⑯

円 円この請求書により請求すべき

00
床 面 積 ② に 係 る 控 除 床 面 積 ⑥

㎡ ㎡ ㎡

⑮
円 円 円

⑭
㎡

従 業 者 割 額 （ ×
0.25

）
100

控 除 事 業 所 ① に 係 る 控 除 床 面 積 ⑤
㎡ ㎡

給与総額 （ ⑪ -
事 業 所 床 面 積 ② に 係 る 非 課 税 床 面 積 ④ ⑭

円 円 円㎡ ㎡ ㎡ 課 税 標 準 と な る 従 業 者

⑬ ）⑫ - 000

非 課 税 に 係 る ① に 係 る 非 課 税 床 面 積 ③
㎡ ㎡

床 面 積
算 定 期 間 の 中 途 に お い て 新 設

②
㎡ ㎡

㎡
控 除 従 業 者 給 与 総 額 ⑬

円 円 円

㎡

⑪
円

事 業 所

給与総額

非 課 税 に 係 る 従 業 者
⑫

円

又 は 廃 止 さ れ た 事 業 所 床 面 積

円 円

事 業 所 床 面 積

確 定 分 （A) 更 正 分 （B） （B) － （A)
算 定 期 間 を 通 じ て 使 用 さ れ た

①
㎡ ㎡ ㎡

従 業 者 給 与 総 額

資　　　　　　　　産　　　　　　　　割 確 定 分 （A) 更 正 分 （B） （B) － （A) 従　　業　　者　　割

年 月 日までの
事 業 年 度 又

年 月 日から令和

地方税法第20条の９の３の規定に基づき、次のとおり更正の請求をします。 こ の 請 求 に 電話番号 （ ）
応 答 す る 者

令和 更正の事業所税の 請求書 の 氏 名
は 課 税 期 間

百万 千円

（ フ リ ガ ナ ）

支店

〒 　　　-　　　　 電話番号

法 人 の 代
所在地 所 轄 税 務 署 名

表 者 氏 名

氏 名 又 は

名 称
又 は

資 本 金 の 額 又

（ ） は 出 資 金 の 額

電話番号 （ ）
事 業 種 目

（ フ リ ガ ナ ）
住 所

本店

〒 　　　-　　　　

日
通 信 日 付 印 確 認 印

個 人 番 号 又

請 求 年 月 日 令和 年 月

兆 十億

入　力 精　査 徴収簿 貸　付 減　免 発 信 年 月 日

整 理 番 号

令和 年 月 日 ※
処
理
事
項い わ き 市 長 様 は 法 人 番 号

受 付

印



記載要領

　１　　この請求書は、事務所又は事業所（以下「事業所等」という。）所在地の市長に１通提出すること。

　２　　※印の欄は記載しないこと。

　３　　「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）
　　 又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。

　４　　「法人の代表者氏名」の欄は、この請求書の作成時における法人の業務を主宰している者が記名すること。

　５　　「住所又は所在地」の欄は、本店の所在地及びいわき市の区域内の事業所等が支店の場合は主たる支店の所在地を併記すること。

　６　　「事業種目」の欄は、事業の種類を具体的に、例えば「電気器具製造業」と記載すること。
　　　　なお、２以上の事業を行う場合にはそれぞれの事業を記載し、主たる事業に○印を付すること。

　７　　「資本金の額又は出資金の額」の欄は、期末現在における資本金の額又は出資金の額を記載すること。

　８　　①及び②の欄は、別表１（事業所等明細書）の「１算定期間を通じて使用された事業所等」又は「２算定期間の中途において新設又は廃止された事業所等」に係る事業所
 　　床面積の合計で①又は②に対応するそれぞれの数値を記載すること。

　９　　③及び④の欄は、別表２（非課税明細書）の㋐の合計（事業所等が２以上の場合はこれらの合計とする。）で③又は④に対応するそれぞれの数値を記載すること。

１０　　⑤及び⑥の欄は、別表３（課税標準の特例明細書）の㋒の合計（事業所等が２以上の場合はこれらの合計とする。）で⑤又は⑥に対応するそれぞれの数値を記載すること。

１１　　⑦の欄は、課税標準の算定期間（以下「算定期間」という。）が12月に満たない場合は（①－③－⑤）の床面積に を乗じて得た床面積の合計を記載すること。

１２　　⑧の欄は、次に掲げる事業所等に応じ、それぞれに対応する（②－④－⑥）の床面積（算定期間が12月に満たない場合は を乗じて得た床面積とする。）に

　　 それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た床面積を記載すること。
　　（１）　算定期間の中途において新設された事業所等（（３）を除く。）

　　（２）　算定期間の中途において廃止された事業所等（（３）を除く。）

　　（３）　算定期間の中途において新設され、かつ、廃止された事業所等

１３　　⑪の欄は、別表１の従業者給与総額㋔の合計を記載すること。

１４　　⑫の欄は、別表２の非課税従業者給与総額㋒の合計を記載すること。

１５　　⑬の欄は、別表３の控除従業者給与総額㋕の合計を記載すること。

１６　　⑭の欄は、課税標準となる従業者給与総額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てること。

１７　　⑯の欄は、申告納付すべき税額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てること。
１８　　理由の欄には、更正請求の理由を記載すること。
１９　　振込先には、還付金を振込む金融機関名等を記載すること。
２０　　事業所税の更正の請求は、地方税法第20条９の３の規定により法定納期限から５年以内となっております。（ただし、法定納期限が平成23年12月２日以前に終了する事業年度の申
 　　告分については、法定納期限から１年以内となります。）

12

算定期間の月数

12

算定期間の月数

新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数
算定期間の月数

新設の日の属する月の翌月から算定期間の末日の属する月までの月数

算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数

算定期間の月数

算定期間の月数


